
適格請求書発行事業者に関する弊社登録番号のお知らせ

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）が導入される予
定です。この度、弊社の登録申請手続きが完了いたしましたので、適格請求書発行事業者登録番号をご
案内申し上げます。

適格請求書発行事業者登録番号　Ｔ１-０１０４-０１０１-８５６４
上記の登録番号は、国税庁ホームページの「適格請求書発行事業者公表サイト」にて、ご確認いただ

くことができます。
　また、弊社のインボイス及びその交付方法は、適格請求書の要件を満たすため下図の国税庁からの手
引きに従い、納品書毎に消費税を計算したインボイスとし、請求書にはそれぞれの納品書番号及び金額
を記載した合算の請求書を発行する方法となりますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

　今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具

（引用：適格請求書等保存方式
（インボイス制度）の手引き
（令和４年９月））




